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会長 小池佳史 君 

本日は花光さんよろしくお願いします。 

先日は自衛隊サマーフェスタに暑い中ご苦労様でした、参加

できてよかったと思います。 

今週は花火大会で栗林さん宅にお世話になりますが、よろ

しくお願いします。 

最近インターネットを見ていたら、値上がりしている中古車と

いうのを見ました。国産車が主流でしたが、日産 GT-R が出て

いたので調べてみました。無料査定してみると８５０～１，５５０

万円だと出ました。 

 

 

 

 

 

   幹事 東本慎司 君 

○例会休会 

＊有田 RC ９月２１日（木） 

＊田辺東 RC ９月２０日（水）、２７日（水） 

〇国際ロータリー第２６４０地区から「秋田豪雨災害」支援金に

ついての案内が来ています。 

 

   
【親睦委員会】    委員長 栗林久一 君 

  ２６日（土）の出欠表を回しますので確認お願いします。 

【社会奉仕委員会】  委員長 稲垣 崇 君 

 バスケットの大会について１０月２１日、２２日で進めさせても

らってよろしいですか？社会奉仕と青少年奉仕の合同で進め

させていただきたいと思います。大会名を決めて頂きたいと思

います。 

 

  SAA  北垣 剛 君 

◇細川幸三 君 花光様、本日よろしくお願いいたします。 

◇栗林久一 君 花光宏樹様、本日よろしくお願い致します。 

◇柳原 実 君 自衛隊のサマーフェスタ、欠席してすみませ

んでした。 

 

 ｢新型コロナウイルス感染症 

における５類移行後の考え方について｣ 

御坊保健所 花光宏樹 様 

コロナについてお話しする前に熱中症についてお話しした

いと思います。 

パンフレットに書かれていますが、熱中症は重症にいくにつ

れて後遺症が残りやすいので、早く症状を見極めて対処して

いくことが重要かなと思います。 

熱中症は予防が大切です。水分を取ることが大切です。夜

間もエアコンをつけて２８度に設定しずっとつけたままにしてお

くことも重要かなと思います。 

応急処置は首や脇の下血管が通っているところを冷やすこ

とが大切です。呼びかけに応じない場合はすぐに救急車を呼

んで医療機関へつれていってください。 

新型コロナウイルス感染症について、資料に書かれている

新型コロナ５類移行における 

①発生状況について 

②感染者の把握について 

③療養の考え方について 

④オミクロン株について 

⑤検査について 

⑥発熱外来・医療費について 

⑦入院について 

⑧感染対策について 

⑨事業所対応について 

⑩後遺症についてお話していきたいと思います。 

 

幹 事 報 告 

委員会報告 

ニ コ ニ コ 箱 

本日のプログラム 

会長の時間 



 

なし

出席率会員数 欠席者 出席者

7月26日 の修正出席率

13名 2名 11名 84.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.家族がコロナにかかったらどうしたらよいですか。 

可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はで 

きるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。 

その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発 

症日を０日として、特に５日間はご自身の体調に注意してく 

ださい。７日目までは発症する可能性があります。こうした間 

は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほ 

か、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控 

える等の配慮をしましょう。 

 

Q.労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給 

付の対象となりますか。 

業務に起因して感染したものであると認められる場合には、 

労災保険給付の対象となります。 

また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し（罹患 

後症状があり）、療養や休業が必要と認められる場合にも、 

労災保険給付の対象となります。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づ 

けが５類感染症に変更された後においても、この取扱いに

変更はありません。 

請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監

督署にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  幹事 東本慎司 君 
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